
LA276 Introductory Reading Text (3) 債権債務関係の原因

リーディング・テキスト（３）：さいけんさいむかんけい債権債務関係のげんいん原因、けいやく契約とそれい が い以外のげんいん原因

　
わたし

私 たちの
ほうりつかんけい

法律関係は、
ほうりつこうい

法律行為を
げんいん

原因として
せいりつ

成立する
ばあい

場合と、それ
いがい

以外の
げんいん

原因によって
せいりつ

成立

する
ばあい

場合があります。
ほうりつこうい

法律行為の
なか

中で、
もっと

最 も
じゅうよう

重 要なのが
けいやく

契約です。
にほんみんぽう

日本民法は、13
しゅるい

種類の
けいやく

契約を
きてい

規定しています。これらを「
てんけいけいやく

典型契約」と
よ

呼びます。
きんだい

近代の
みんぽう

民法には、「
し て き じ ち

私的自治の
げんそく

原則」や「
けいやくじゆう

契約自由の
げんそく

原則」がありますから、
みんぽう

民法の
きてい

規定と
こと

異なるルールを
ごうい

合意することもでき

ますし、
べつ

別の
しゅるい

種類の
けいやく

契約をすることもできます。ですから、
みんぽう

民法の
なか

中の
けいやく

契約の
きてい

規定は、
げんそく

原則と

して、
とうじしゃ

当事者の
い し

意思が
めいかく

明確でない
ばあい

場合にだけ
てきよう

適用されます。つまり、これらの
きてい

規定は「
にんいきてい

任意規定」です。

【
さいけんさいむかんけい債権債務関係のげんいん原因（１）：けいやく契約】

①　
ぞうよ

贈与

第 549条　
ぞうよ

贈与は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
じ こ

自己の
ざいさん

財産を
むしょう

無償で
あいてがた

相手方に
あた

与える
い し

意思を
ひょうじ

表示し、
あいてがた

相手方

が
じゅだく

受諾をすることによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

②　
ばいばい

売買

第 555条　
ばいばい

売買は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方がある
ざいさんけん

財産権を
あいてがた

相手方に
いてん

移転することを
やく

約し、
あいてがた

相手方がこれに
たい

対してその
だいきん

代金を
しはら

支払うことを
やく

約することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

③　
こうかん

交換

第 586条　
こうかん

交換は、
とうじしゃ

当事者が
たが

互いに
きんせん

金銭の
しょゆうけんいがい

所有権以外の
ざいさんけん

財産権を
いてん

移転することを
やく

約することに

よって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

④　
しょうひたいしゃく

消費貸借

第 587条　
しょうひたいしゃく

消費貸借は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
しゅるい

種類、
ひんしつおよ

品質及び
すうりょう

数 量の
おな

同じ
もの

物をもって
へんかん

返還をするこ

とを
やく

約して
あいてがた

相手方から
きんせん

金銭その
た

他の
もの

物を
う

受け
と

取ることによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑤　
しようたいしゃく

使用貸借

第 593条　
しようたいしゃく

使用貸借は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
むしょう

無償で
しようおよ

使用及び
しゅうえき

収 益をした
あと

後に
へんかん

返還をすることを
やく

約

して
あいてがた

相手方からある
もの

物を
う

受け
と

取ることによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。
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⑥　

ちんたいしゃく

賃貸借

第 601条　
ちんたいしゃく

賃貸借は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方がある
もの

物の
しようおよ

使用及び
しゅうえき

収 益を
あいてがた

相手方にさせることを
やく

約し、
あいてがた

相手方がこれに
たい

対してその
ちんりょう

賃 料を
しはら

支払うことを
やく

約することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑦　
こよう

雇用

第 623条　
こよう

雇用は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
あいてがた

相手方に
たい

対して
ろうどう

労働に
じゅうじ

従事することを
やく

約し、
あいてがた

相手方がこれに
たい

対してその
ほうしゅう

報 酬を
あた

与えることを
やく

約することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑧　
うけおい

請負

第 632条　
うけおい

請負は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方がある
しごと

仕事を
かんせい

完成することを
やく

約し、
あいてがた

相手方がその
しごと

仕事の
けっか

結果に
たい

対してその
ほうしゅう

報 酬を
しはら

支払うことを
やく

約することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑨　
いにん

委任

第 643条　
いにん

委任は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
ほうりつこうい

法律行為をすることを
あいてがた

相手方に
いたく

委託し、
あいてがた

相手方がこれを
しょうだく

承 諾することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑩　
きたく

寄託

第 657条　
きたく

寄託は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が
あいてがた

相手方のために
ほかん

保管をすることを
やく

約してある
もの

物を
う

受け
と

取るこ

とによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑪　
くみあい

組合

第 667条　
くみあいけいやく

組合契約は、
かくとうじしゃ

各当事者が
しゅっし

出資をして
きょうどう

共 同の
じぎょう

事業を
いとな

営 むことを
やく

約することによって、

その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑫　
しゅうしんていききん

終身定期金

第 689条　
しゅうしんていききんけいやく

終身定期金契約は、
とうじしゃ

当事者の
いっぽう

一方が、
じ こ

自己、
あいてがたまた

相手方又は
だいさんしゃ

第三者の
しぼう

死亡に
いた

至るまで、
ていき

定期に
きんせん

金銭その
た

他の
もの

物を
あいてがたまた

相手方又は
だいさんしゃ

第三者に
きゅうふ

給付することを
やく

約することによって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。

⑬　
わかい

和解

第 695条　
わかい

和解は、
とうじしゃ

当事者が
たが

互いに
じょうほ

譲歩をしてその
かん

間に
そん

存する
あらそ

争 いをやめることを
やく

約すること

によって、その
こうりょく

効 力を
しょう

生 ずる。
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【さいけんさいむかんけい債権債務関係のげんいん原因（2）：けいやくいがい契約以外のげんいん原因】
　
けいやくいがい

契約以外の
げんいん

原因としては、
にほんみんぽう

日本民法は、3つのものを
きてい

規定しています。それは、
じ む か ん り

事務管理、
ふとうりとく

不当利得、および
ふほうこうい

不法行為です。

ⓐ　
じ む か ん り

事務管理

第 697条　
ぎ む

義務なく
たにん

他人のために
じ む

事務の
かんり

管理を
はじ

始めた
もの

者（
い か

以下この
しょう

章 において「
かんりしゃ

管理者」とい

う。）は、その
じ む

事務の
せいしつ

性質に
したが

従 い、
もっと

最 も
ほんにん

本人の
りえき

利益に
てきごう

適合する
ほうほう

方法によって、その
じ む

事務の
かんり

管理（
い か

以下「
じ む か ん り

事務管理」という。）をしなければならない。

ⓑ　
ふとうりとく

不当利得

第 703条　
ほうりつじょう

法律上の
げんいん

原因なく
たにん

他人の
ざいさんまた

財産又は
ろうむ

労務によって
りえき

利益を
う

受け、そのために
たにん

他人に
そんしつ

損失

を
およ

及ぼした
もの

者（
い か

以下この
しょう

章 において「
じゅえきしゃ

受益者」という。）は、その
りえき

利益の
そん

存する
げんど

限度において、

これを
へんかん

返還する
ぎ む

義務を
お

負う。

ⓒ　
ふほうこうい

不法行為

第 709条　
こ い

故意
また

又は
かしつ

過失によって
たにん

他人の
けんりまた

権利又は
ほうりつじょうほご

法律上保護される
りえき

利益を
しんがい

侵害した
もの

者は、これに

よって
しょう

生 じた
そんがい

損害を
ばいしょう

賠 償する
せきにん

責任を
お

負う。
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